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○議案第 5 5 号「 弥富市手数料条

例及び弥富市行政不服審査法の規

定による提出資料等の写し 等の交

付に係る手数料条例の一部改正に

ついて」

多く の公文書は電子データ で

作成さ れている。 紙媒体を やめ

電磁的記録（ CD -R 等） によ る

データ 交付導入の考えは。

他市の状況を 調査・ 研究し て

いく 。

○議案第 5 6 号「 弥富市教育に関

する事務の職務権限の特例に関す

る条例の制定について」

公平中立な意思決定は担保で

き るか。

社会教育機関である こ と に変

わり なく 、 教育委員会と 連携し

ていく 。

○議案第 5 8 号「 弥富市総合社会

教育センタ ー条例等の一部改正に

ついて」

値上げの根拠は。

受益者負担の原則に基づき、

急激な人件費や物価の高騰を 受

け、 社会情勢に適切に対応し 条

例改正を提案し ている。

○議案第 5 9 号「 弥富市まちなか

交流館条例の制定について」

フ リ ースペースや屋外テラ ス

を利用する際の使用料は。

一定の時間占有する 場合、 面

積に応じ て徴収する。

個人が自由に利用する 際の使

用料は。

使用料はかから ない。

産業会館はいつから 使用でき

ないか。

令和 8 年 7 月から 使用中止。

利用者の代替え場所は。

市民ホール利用者は、 市役所

大会議室、 他施設の会議室等を

利用。

○議案第 6 1 号「 弥富市乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正に

ついて」

市内での当該事業の実施予定

や、 民間事業者の参入相談はあ

るか。

市内では十四山保育所での実

施を予定し ている。

民間事業者から の参入相談は

現時点ではない。

○議案第 6 6 号「 十四山障害者生

き がいセンタ ーの指定管理者の指

定について」

利用者資格を 生活介護へ移行

後も 、 市社会福祉協議会を 指定

管理者と する理由は。

利用者の混乱を 避け、 円滑な

事業移行を図るため。

生活介護移行に伴い、 人員体

制は確保でき るか。

看護師は週 5 日で 1 日 2 時間、

嘱託医は月 1 回の配置を 想定

し 、 速やかに確保を進める。

〇議案第 6 8 号「 デイ サービスセ

ンタ ーの指定管理者の指定につい

て」

指定管理者の選定方法と その

理由は。

利用者への影響が大き く 、 継

続性を 重視する 必要があり 、 非

公募と し た。

現在の指定管理者を 選定し た

理由は。

実績と 信頼性を重視し た。

指定管理者から 報告書等の提

出はあるか。

毎月の数値報告およ び利用者

アン ケート の結果が提出さ れて

いる。

組織的な確認、 評価は行っ て

いるか。

過去 5 年間の書類を 確認し 、

適正な運営と 判断し ている。

○議案第 7 0 号「 弥富市駅前広場

条例の制定について」

近鉄弥富駅南口のポ ケ ッ ト

パーク の面積およ び全面使用時

の使用料は。

全体面積は約 523㎡。

市内在住、 通勤または通学者

が、 営利目的と し ない利用での

使用料は、 1 ㎡あたり 1 時間 5

円で算定し 2 ,6 1 0 円。

当日以外の準備等に要し た利

用時間の考え方は。

利用当日以外に準備や撤去等

を 行う 場合は、 準備等に要し た

利用時間の使用料を加算。

なお、 詳細は規則等で定める

が、 夜間などイ ベン ト 等を 開催

し ていない時間帯は、 使用料を

加算し ない予定。

○議案第 7 1 号「 弥富市下水道使

用料等審議会条例の制定について」

下水道使用料の適正化に 関

し 、 使用料改正は算定方法も 含

めて審議するのか。

一般的に、 使用料対象経費の

算定、 使用料体系の設定および

そ の負担の妥当性な ど 審議す

る。

▲近鉄弥富駅前ポケッ ト パーク

▲まち なか交流館イ メ ージ図

▲総合社会教育セン タ ー
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